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知多市国民健康保険税の税率の改定について（諮問） 

 

 知多市国民健康保険税条例（昭和４５年知多市条例第５１号）に規定する国民健

康保険税の税率を別紙のとおり改定することについて、知多市国民健康保険運営協

議会規則（昭和４５年知多市規則第４１号）第２条の規定によって、貴協議会の意

見を求めます。 



（別紙） 

知多市国民健康保険税の税率の改定について 

 

１ 改定の理由 

    赤字削減・解消計画に基づき、令和２年度から１年おきに税率改定を行っていたが、

赤字残高の増により計画を変更した。令和６年度からは毎年、税率改定を行い、令和８

年度には愛知県が示す標準保険料率に税率を合わせ、赤字である決算補填等目的の法定

外一般会計繰入金を解消するもの。令和６年度は一人当たり平均８千円程度の増額とな

る。 

２ 改定の内容 
 

区  分 改 定 後 改 定 前 増減 

基礎課税額分 

所得割(％) 5.85 5.35 0.50 

均等割(円) 26,000 24,000 2,000 

平等割(円) 改定なし 20,400 なし 

後期高齢者支

援金等課税額

分 

所得割(％) 2.60 2.30 0.30 

均等割(円) 10,600 9,600 1,000 

平等割(円) 改定なし 7,200 なし 

介護納付金課

税額分 

所得割(％) 2.10 1.80 0.30 

均等割(円) 改定なし 10,800 なし 

平等割(円) 改定なし 7,200 なし 

調定額の合計(円) 1,609,826,500 1,491,573,500 118,253,000 

一人当たり調定額(円) 105,542 97,789 7,753 

注）令和５年度課税データによる試算 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 

 


